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通所介護 

【加算】 

 以下の要件を満たす場合、上記の基本部分に以下の料金が加算されます。 

加算の種類 加算の要件 

加算額 

基本利用料 
利用者負担金 

１割負担 ２割負担 ３割負担 

延長加算 

所要時間が９時間以上 

１０時間未満の場合 
５００円  ５０円  １００円 １５０円 

所要時間が１０時間以上 

１１時間未満の場合 
１,０００円  １００円  ２００円 ３００円 

所要時間が１１時間以上 

１２時間未満の場合 
１,５００円  １５０円  ３００円 ４５０円 

所要時間が１２時間以上 

１３時間未満の場合 
２,０００円  ２００円 ４００円 ６００円 

所要時間が１３時間以上 

１４時間未満の場合 
２,５００円  ２５０円 ５００円 ７５０円 

入浴介助加算 
利用者の入浴介助を行った

場合（１日につき） 
５００円  ５０円  １００円 １５０円 

若年性認知症 

利用者 

受入加算 

若年性認知症利用者へサー

ビス提供した場合 

（１日につき） 

６００円  ６０円  １２０円 １８０円 

サービス提供 

体制強化加算

Ⅰ（イ） 

当該加算の体制・人材要件

を満たす場合 

（１回につき）※（注３） 

１８０円  １８円  ３６円 ５４円 

山間地域等に 

居住する者へ

のサービス 

提供加算 

中山間地域等（＝新潟県の

場合は全域）において、通

常の事業の実施地域以外に

居住する利用者へサービス

提供した場合 

※（注３） 

１月の利用料金 

（基本部分＋延長

加算）の５％ 

左記額の 

１割 

左記額の 

２割 

左記額の 

３割 

介護職員 

処遇改善加算

Ⅰ 

当該加算の算定要件を満た

す場合 

※（注３） 

※加算Ⅰ～Ⅴのいずれか１
つを算定する。 

１月の利用料金 

(基本部分＋各種加

算減算) の５.９

％ 

左記額の 

１割 

左記額の 

２割 

左記額の 

３割 

介護職員 

処遇改善加算

Ⅱ 

１月の利用料金 

(基本部分＋各種加

算減算) の４.３

％ 

左記額の 

１割 

左記額の 

２割 

左記額の 

３割 

介護職員 

処遇改善加算

Ⅲ 

１月の利用料金 

(基本部分＋各種加

算減算) の２.３

％ 

左記額の 

１割 

左記額の 

２割 

左記額の 

３割 

介護職員 

処遇改善加算

加算Ⅲの 

９０％ 

左記額の 

１割 

左記額の 

２割 

左記額の 

３割 
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Ⅳ 

介護職員 

処遇改善加算

Ⅴ 

加算Ⅲの 

８０％ 

左記額の 

１割 

左記額の 

２割 

左記額の 

３割 

（注３）当該加算は区分支給限度額の算定対象からは除かれます。 

 


